
農林水産委員会会議記録

農林水産委員長 太田 正美

１ 日 時

令和４年９月２０日（火） 午後１時０２分から

午後２時５４分まで

２ 場 所

第３委員会室

３ 出席した委員の氏名

太田正美、大友栄二、井上伸史、尾島保彦、平岩純子、河野成司、堤栄三

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

吉竹悟

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

農林水産部長 佐藤章 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第７０号議案のうち本委員会関係部分及び第７８号議案については、可決すべきものと

いずれも全会一致をもって決定した。

継続請願１２については、継続審査とすることを賛成多数をもって決定した。

（２）長期総合計画の実施状況について、公社等外郭団体の経営状況報告等について及び水田

活用の直接支払交付金制度の見直し方針に関する課題報告についてなど、執行部から報告

を受けた。

（３）閉会中の継続調査について、所定の手続を取ることとした。

（４）県外所管事務調査について行程を決定した。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 主査 吉良文晃

政策調査課政策法務班 副主幹 安達佑也



農林水産委員会次第

日時：令和４年９月２０日（火）１３：００～

場所：第３委員会室

１ 開 会

２ 農林水産部関係 １３：００～１５：００

（１）付託案件の審査

第 ７０号議案 令和４年度大分県一般会計補正予算（第２号）（本委員会関係部分）

第 ７８号議案 工事請負契約の締結について

継続請願 １２ コロナ禍による米の需給改善と米価下落の対策の意見書の提出に

ついて

（２）諸般の報告

①長期総合計画の実施状況について

②公社等外郭団体の経営状況報告等について

③水田活用の直接支払交付金制度の見直し方針に関する課題報告について

④国営緊急農地再編事業「駅館川地区」の計画変更について

⑤大蘇ダムの状況について

⑥昭和井路突発事故に係る復旧工事及び補償について

⑦令和４年度大分県農林水産祭の開催について

（３）その他

３ 協議事項 １５：００～１５：２０

（１）閉会中の継続調査について

（２）県外所管事務調査について

（３）その他

４ 閉 会
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別 紙 

会議の概要及び結果 

 

太田委員長 ただいまから、農林水産委員会を

開きます。 

また、本日は、委員外議員として吉竹悟議員

が出席しています。 

 ここで、委員外議員の方にお願いします。発

言を希望する場合は、委員の質疑の終了後に挙

手し、私から指名を受けた後、長時間にわたら

ないよう、要点を簡潔に御発言願います。 

 なお、進行状況を勘案しながら進めるので、

あらかじめ御了承願います。 

それから、本日の委員会は、初めてとなるオ

ンライン委員会を試行的に行います。別室にて

大友副委員長がオンラインで参加しています。 

 本日審査いただく案件は、付託を受けた議案

２件及び継続請願１件です。 

 この際、案件全部を一括議題とし、これより

審査に入ります。 

 初めに、付託案件の審査に入ります。 

第７０号議案令和４年度大分県一般会計補正

予算（第２号）のうち、本委員会関係部分につ

いて、執行部の説明を求めます。 

佐藤農林水産部長 農林水産部長の佐藤です。

農林水産委員会の皆様には、常日頃から大分 

県の農林水産業の振興に御理解と御協力をいた 

だき、誠にありがとうございます。 

 まず、一昨日から県内各地に強風と大雨の被

害をもたらしているこの災害について、概況を

御説明します。 

 現在の被害状況の把握と台風通過後の栽培指

導に努めていますが、長時間の強風と強い雨に

より、花合野川や宮川等での被害が報じられて

おり、農林水産業関係でも県内各地域で水稲の

倒伏や果実の落果、農業施設の被災などの被害

が生じています。 

 具体的には、水稲については県下全体でなび

き、傾きが大体５割から６割ぐらい生じている

んじゃないかと。このうち、収穫期を迎えてい

る中山間地域を中心に、完全な倒伏が１割から

２割程度となっています。こういったところで

は、早期の刈り取りを指導しています。 

 強い風で、果実のなしにおいても大きな被害

が出るんではないかとかなり危惧していました

けれども、事前の対応等により、由布市庄内、

日田市ともに心配していたほどの大きな被害は

出ていないと今のところ聞いています。生産者

の安堵の声を伺っています。 

 風の収まった昨日から、一刻も早い復旧に向

けて、各所で被災状況の把握に取り組んでおり、

引き続き関係機関と連携して、被害を受けた農

林水産事業者への支援を全力で進めたいと思い

ますので、議員の皆様においても御支援のほど

よろしくお願いします。 

 本日は、補正予算議案２項目、それから関係

議案１本、そのほか長期総合計画の実施状況等

の報告を行いますので、よろしくお願いします。 

井迫農林水産企画課長 資料２ページをお願い

します。 

第７０号議案令和４年度大分県一般会計補正

予算（第２号）のうち、農林水産部関係につい

て説明します。 

（１）予算の表を御覧ください。赤い太枠で

示すとおり、農林水産部では４年度９月補正予

算案として２億３，１８６万１千円を計上して

います。 

３ページの（２）事業の概要を御覧ください。

１番酪農飼料転換緊急支援事業１億３９５万円

です。この事業は、急激な円安等により輸入牧

草等の価格が急騰する中、輸入飼料に依存しな

い経営への転換を図るため、自給飼料の増産に

取り組む酪農家に対して、飼料費増加分の一部

を助成するものです。輸入飼料価格が過去最高

を更新する中、配合飼料については価格安定制

度により影響が緩和されていますが、輸入粗飼

料については同様の制度がなく、畜産業の中で

も特に輸入粗飼料への依存度が高い酪農は、価

格急騰の影響を大きく受け、苦しい経営を余儀



 

- 2 -

なくされています。そこで本事業では、自給飼

料利用率を５割以上とする計画を作成し、輸入

粗飼料から自給飼料への転換に取り組む酪農家

に対して、乳価が改定されるまでの期間である

令和４年４月から１０月分を対象に、前年から

の粗飼料価格上昇額を支援することで、経営基

盤の強化を図ります。 

次に、２番種苗生産施設整備事業１億２，７

９１万１千円です。大分県漁業公社国東事業場

の種苗生産施設については、令和３年度から建

替工事に着手していますが、国際情勢などを背

景に建設資材等の価格が高騰しており、今般、

施行業者から公共工事請負契約約款に規定する

インフレスライド制度等に基づく増額の申出が

あったことから、適切な請負代金を設定し、工

事の円滑な施工を確保するものです。 

続いて、４ページをお願いします。（３）繰

越明許費について説明します。これは、本年度

の当初予算に計上した公共事業について、適正

工期の確保や施工時期の平準化などを目的に、

繰越限度額の設定をお願いするものです。 

対象事業としては、表に記載のとおり、第６

款第３項農地費１２事業１３億６，８００万円、

第４項林業費４事業１６億１００万円、第５項

水産業費６事業２０億５，９００万円、合計２

２事業５０億２，８００万円です。 

太田委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。どなたかあります

か。 

堤委員 酪農飼料の関係の説明で、この事業は

大体どれぐらいの方に影響があってこの予算を

措置するのか。農家数を少し教えてください。 

本田畜産技術室長 酪農家については、県内に

大分県酪農業協同組合、それから下郷農業協同

組合と合わせて約９０戸の酪農家がいます。そ

の農家を対象に、自給飼料の増産計画を提出し

ていただいて、全戸を対象に取組の支援をして

いきたいと思っています。 

堤委員 それで、９０戸が計画を出しましたと。

牧草の関係なんだけれども、飼料高騰の対策と

して、具体的にどれぐらいの金額を助成するん

ですか。 

本田畜産技術室長 今回は輸入牧草を対象に、

１年前からキログラム当たり１８円ほど価格が

上昇しているので、その２分の１を支援します。

大体経産牛１頭当たり１万１千円程度助成しま

す。 

 補助金の交付にあたっては、それぞれ輸入粗

飼料を購入した実績に基づいて交付することに

なると思います。 

井上委員 日田市に輸入飼料をかなり購入して

いる牧場があったと思うけど、そこは対象にな

るのか。あそこは肥育だったから、酪農と関係

ないか。 

本田畜産技術室長 さきほど申しましたように、

経産牛１頭当たり１万１千円程度になりますけ

れども、実際の輸入牧草の購入実績に応じて助

成金は交付する形で考えています。 

井上委員 後で教えてください。対象になるん

でしょう。 

本田畜産技術室長 はい、なります。 

井上委員 そんなら後で教えてくださいね。 

太田委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 委員外議員の方、御質疑はありま

せんか。 

吉竹委員外議員 すみません、ちょっとお尋ね

します。 

 今回の補正予算案の内容はいいと思うんです。

ただ最近では、農業の変化や社会情勢の変化な

どいろいろあると思う。昨年や一昨年に、そう

なってくるであろうとか、例えば、生産するよ

りも海外から輸入することが増えてきて、その

中で想定されることが今起こっている。そこを

事前に察知して、県として方針を示して前もっ

て対処することがあるんではないかと思うんで

す。その辺についてどう考えてますか。 

本田畜産技術室長 輸入飼料の高騰について、

昨年からこういった傾向があったので、酪農に

ついては自給飼料の生産を基に飼料生産をする

ことが大事だと位置付けました。そこで、今年

度当初予算で飼料用トウモロコシの作付け、こ

れは酪農家自身でなかなかできない場合もある

ので、コントラクター組織を活用して広域的な
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粗飼料流通の取組として、県北部地域で今年度

作付けをしました。近隣の酪農家に供給する事

業にも取り組んでいるので、こういった取組を

来年度以降も進めていきたいと考えています。 

太田委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決します。 

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと決することに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

太田委員長 御異議がないので、本案のうち本

委員会関係部分については、原案のとおり可決

すべきものと決定しました。 

 次に、第７８号議案工事請負契約の締結につ

いて、執行部の説明を求めます。 

高野審議監兼漁業管理課長 ５ページをお願い

します。第７８号議案工事請負契約の締結につ

いてです。 

本議案については、議会の議決に付すべき契

約及び特に重要な公の施設の廃止に関する条例

第２条に基づくもので、本工事の契約締結にあ

たり、予定価格が５億円以上の工事に該当する

ため、お諮りするものです。 

契約の目的は、令和４年第１回定例会で解体

予算の議決をいただいた旧大分県マリンカルチ

ャーセンターの施設等解体工事です。工事の概

要ですが、本館棟鉄骨造４階ほか、延面積１万

８，５５４．３８平方メートルとなっています。

契約の方法は一般競争入札で、契約金額は８億

２，５７１万８，１２４円です。工期は契約締

結の日の翌日から起算して４２０日間となって

います。契約の相手先は、佐々木・豊特定建設

工事共同企業体です。 

太田委員長 以上で説明は終わりました。これ

より質疑に入ります。どなたかありますか。 

堤委員 ずっと佐伯市と協議をしているけど、

佐伯市では跡地利用がはっきり決まっていない

みたいですね。今後、佐伯市との協議の中で、

使い道とかについて、県として介入するのかな。 

高野審議監兼漁業管理課長 基本的なスタンス

は佐伯市がどう考えるかですけれども、また相

談等いただければ、対応していきたいと考えて

います。 

太田委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 委員外議員の方、御質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決します。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

太田委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、継続請願１２コロナ禍による米の需給

改善と米価下落の対策の意見書の提出について、

執行部の説明を求めます。 

竹中水田畑地化・集落営農課長 資料の６ペー

ジを御覧ください。コロナ禍による米の需給改

善と米価下落の対策の請願について、御説明し

ます。 

左上①の民間在庫量の推移についてです。６

月は昨年同時期より１万トン下回る１７２万ト

ンとなっています。 

次に、右上②米の販売価格、生産の目安等に

ついてです。全国の販売価格は、昨年同時期に

比べて低い状況は変わりませんが、前月からの

下げ幅は令和元年、２年産に比べて小さくなっ

ています。また、令和４年需要実績速報値は７

０２万トンとなっており、近年１０万トン程度

の減少が続いていましたが、約２万トンの減少

に留まっています。さらに、国は令和４年産米

の生産の目安を約３．９万ヘクタールの削減を

必要としていますが、６月末時点の速報値では、

全国で約４．３万ヘクタールの削減見込みとな

っています。 

また、④の備蓄米の無償提供については、前

回よりも活用団体が増えています。 

太田委員長 以上で説明は終わりました。これ

より質疑に入ります。どなたかありますか。 

尾島委員 請願の願意が、コロナ禍による米の

需給改善等云々とあるから、非常に審議が難し

い状況なんですけど、昨年に比べて令和４年産
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の米価格を農業新聞等で見ると、全国的に改善

して、去年よりは千円ぐらい上乗せかなという

情報があります。現にもう取引が始まっている

から、県下のＪＡおおいたあたりの自主流通米

の仮渡金、一等米で構いませんから、この辺が

昨年と比べて今年どうなのか教えていただきた

いと思います。 

竹中水田畑地化・集落営農課長 今年の農協の

米の概算金です。一番作付けが多いヒノヒカリ

については昨年同様１万８００円で、そのほか

の品種についても、ほぼ昨年どおりの概算金の

支払になっています。 

 委員御指摘のとおり、東北や北海道は千円ぐ

らい概算金が高いと出ていたんですが、大分県

の場合は昨年と同額となっています。 

尾島委員 分かりました。これも直接的には請

願に関わるかどうかですが、今年の場合は生産

費が爆発的に上昇しています。例えば、肥料と

か、それから農薬、特に軽油が上昇しています。

聞くところによると、ライスセンターでは非常

に乾燥にお金がかかるんですよね。ここらの単

価を少し上げさせてもらおうかという話がある

し、大型農家でコンバインによる賃借りをされ

ていますけど、これもいわゆる協定単価みたい

になるから、若干値上げしないと油代がもたな

いという話があります。昨年と違って、今年は

生産費の高騰による農家の苦境で、農家にはほ

とんど収入が残らない。仮に収入が昨年と同じ

でも、生産費が高騰して手元にはほとんど残ら

ない。こういった面では、大分県農業も米に対

する風当たりが強いんですが、その辺をこれか

らどうしていくのか。部長に何か見解があれば

お願いします。 

竹中水田畑地化・集落営農課長 まず、米のコ

ストが総体的に上がっているのは事実です。私

どもも毎年アンケートによるコスト計測をやっ

ています。その中で、裾野の拡大や機械の導入

をすることでコストを下げる努力はしてもらっ

ていますが、これも限界があります。 

 いずれにせよ、私どもの戦略会議で集落営農

を教えていますが、その中で経営の多角化等を

進めながら、米に依存しない経営を模索してい

ます。そういう中で、総体的に農家の所得を上

げていくことを考えてみたいと思っています。 

堤委員 よくもうかる農業と言っているんだけ

れど、米に依存しない農業と言うなら誰が米を

作るの。ちょっと答えて。 

竹中水田畑地化・集落営農課長 米を全く否定

しているわけではありません。十分今でも足り

る分は作っていただけているので、しっかり作

る分は作ってもらって、ただ経営を考えてもら

う中で、畑地化による多角化をしながら農家個

々でもうかってほしいと思っています。 

堤委員 米を作ることによって生活ができるよ

うな助成をしていくのが本来の制度の在り方だ

と思うんよね。これまでの農業政策の中で、パ

ンや外食で米離れがどんどん進んだ。学校教育

から失敗したんだけれども、いろんな問題が重

なって、結局米離れが進んできた。早い話が、

家族経営をしている農家などに対して全く助成

策がないわけです。法人化とか担い手とかだけ

を集中的に助成しているもんだから、なかなか

米だけで食っていこうとならない。となればな

おさら、負の連鎖ですわ。そういうふうに食え

ないから、どんどんそれを削減していく。そう

すると、最終的に米を作る農家はいなくなるわ

けです。そうすると、日本はこれからどうやっ

て食っていくのかにつながってくるわけだから

ね。そういう点では、米に依存しない農政では

なくて、米を大切に育てていく農政にしていか

なければと思うので、私個人の意見として述べ

ておきたいと思います。 

大友副委員長 この請願ですね、内容は非常に

分かるし、今話の中にありましたが、私も米に

依存しない農業という言葉の使い方がどうかな

と思う部分もあるんですけど、前回の委員会の

中でいろいろ議論をした中で、非常に難しい問

題であると私も捉えていて、個人的には継続を

していただければと思うんですが、どうでしょ

うか。 

太田委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 委員外議員の方、御質疑はありま

せんか。 
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〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より本請願の取扱いについて、協議します。 

 本請願について、いかがしましょうか。 

  〔「継続審査」と言う者あり〕 

太田委員長 それでは、継続審査の声があった

ので、継続審査についてお諮りします。 

 本請願については、継続審査とすべきものと決

することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成委員挙手〕 

太田委員長 賛成多数であります。本請願は継続

審査とすべきものと決定しました。 

 以上で付託案件の審査を終わります。 

 次に、執行部より報告をしたい旨の申出があっ

たので、これを許します。 

 まず、①と②の報告をお願いします。 

井迫農林水産企画課長 大分県長期総合計画安

心・活力・発展プラン２０１５の令和３年度の

農林水産部関係の実績について、御報告します。 

なお、この資料の巻末に別紙として、まち・

ひと・しごと創生大分県総合戦略基本目標・施

策ＫＰＩ達成状況を付けていますが、この施策

ＫＰＩは、プラン２０１５の目標指標と同じも

のを使用しているので、本日はそのプラン２０

１５の資料により説明します。 

資料の７ページをお願いします。こちらは、

冊子でもお配りしている大分県長期総合計画の

実施状況から、農林水産部関係のページを抜粋

したものです。農林水産部では、左上の政策名

にある挑戦と努力が報われる農林水産業の実現

を政策目標として掲げ、Ⅲ政策を構成する施策

の評価結果に記載している１構造改革の更なる

加速から４元気で豊かな農山漁村づくりまでの

四つの施策に取り組んでいます。以下、施策ご

との実績を順に説明します。 

８ページをお願いします。一つ目の施策は構

造改革の更なる加速です。Ⅱの目標指標は、農

林水産業による創出額です。令和２年度の創出

額は目標値２, ４３３億円に対し、実績値は２,

１０２億円、達成度は８６.４％となりました。 

農業産出額は、トビイロウンカの被害等により

収量が大きく低下した米や、コロナ禍の外食需

要の減少により肉用牛で減少したものの、県域

で拡大を図っている園芸品目の生産量増加や価

格上昇を受けて、４年ぶりに増加しました。他

方で、コロナ禍の影響で木材需要や外食需要が

減少したことなどにより、林業産出額、水産業

産出額は減少となりました。 

９ページを御覧ください。一番下の今後の施

策展開についてです。農業産出額向上に向けて

は、農業総合戦略会議でとりまとめた行動宣言

に基づき、生産者、農業団体、市町村による一

体となった取組をしっかりと後押しするため、

産地拡大、担い手育成から営農指導、流通・販

売強化、農協改革まで総合的な対策を講じ、農

業の成長産業化に向けて、集中的かつ総合的に

支援してまいります。 

１０ページをお願いします。二つ目の施策マ

ーケットインの商品（もの）づくりの加速です。

Ⅱの目標指標のⅰ戦略品目の産出額は、令和２

年度の目標値１，００８億円に対し､ 実績値８

５２億円、達成度は８４. ５％となりました。

農業ではさきほど説明したとおり、コロナ禍の

外食需要の減少に伴う肉用牛の減少等により目

標値を下回り、林業では巣ごもり需要で乾しい

たけは堅調に推移したものの、消費税増税の反

動減やコロナ禍で木材需要が減退したことによ

り、目標値を下回りました。水産業では、コロ

ナ禍による外食需要の減少等により、養殖ブリ

やクロマグロ類の産出額が減少し、目標値を下

回りました。目標指標のⅱ農林水産物輸出額は、

米国向けの牛肉や韓国向けの養殖ブリの取引量

の増加等により、過去最高の３５．９億円を記

録したものの、コロナ禍の防疫上の規制強化に

より中国向けの養殖クロマグロ等の輸出が低調

であったため、目標値を下回りました。 

１１ページを御覧ください。一番下の今後の

施策展開ですが、伸び代がある園芸品目の生産

拡大や肉用牛を中心とした畜産振興を進め、農

業の成長産業化に取り組みます。また、短期集

中県域支援４品目への重点支援や、うまみだけ、

かぼす養殖魚などのブランド化を図り、生産・

流通拡大を進めます。 

１２ページをお願いします。三つ目の施策の
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産地を牽引する担い手の確保・育成では、Ⅱに

ある農林水産業への新規就業者数と中核的経営

体数を目標指標としています。新規就業者数は、

令和３年度の目標値４５９人に対し、実績値４

６９人、達成度は１０２. ２％となりました。

オンライン就業相談会やＳＮＳでの情報発信を

行うとともに、感染症対策を講じた上で県内外

での移住・就業合同相談会を開催し、就農学校

等の研修制度、県独自の給付金制度など就業支

援制度の充実により、新規就業者数はこれまで

で最多となりました。中核的経営体数は農業、

林業では目標を下回りましたが、漁業は目標を

達成しています。 

１３ページを御覧ください。一番下の今後の

施策展開ですが、就業初期の負担軽減など、円

滑な経営開始等を支援するとともに、産地等を

牽引する大規模な担い手や参入企業などの確保

・育成に取り組みます。 

１４ページをお願いします。四つ目の施策で

ある元気で豊かな農山漁村づくりです。Ⅱの目

標指標のうち、下段の有害鳥獣による農林水産

業被害額では、防護柵の計画的な設置等を推進

してきた結果、被害額はこれまでで最小の１億

６，２００万円となりました。 

１５ページを御覧ください。一番下の今後の

施策展開ですが、世界農業遺産ブランドの活用

や日本型直接支払制度の取組の拡大、シカの効

率的な捕獲に向けた牧草地での囲いわな技術の

確立による鳥獣被害の軽減等により、元気で豊

かな農山漁村づくりに取り組みます。 

続いて、農林水産部が所管する公社等外郭団

体の経営状況等について御報告します。 

１６ページをお願いします。当部が所管する

団体は、ページ左側の出資比率２５％以上等の

指定団体のうち、Ｎｏ．１５公益社団法人大分

県農業農村振興公社からＮｏ．２０公益社団法

人大分県漁業公社までの６団体、そして、ペー

ジ右側のその他の出資等団体が、Ｎｏ．１１大

分県農業信用基金協会からＮｏ．１４周防灘フ

ェリー株式会社までの４団体、合計１０団体で

す。本日は指定団体のうち、出資比率２５％以

上の財政的関与の高い５団体について、経営状

況等を順次、担当課長から御説明します。 

竹中水田畑地化・集落営農課長 資料の１７ペ

ージを御覧ください。公益社団法人大分県農業

農村振興公社についてです。 

項目４の決算状況については１億８３５万３

千円の赤字となっています。これは、公社がハ

ウス施設を整備し、新規就農者等に貸し付ける

大規模リース団地整備支援対策事業において、

現金の支出を伴わない費用として、過去に建設

したハウス等の減価償却費が、令和３年度のリ

ース料収入や国からの補助金などの収入を上回

ったことが主な要因です。 

項目５及び項目６についてですが、大規模リ

ース団地整備支援対策事業については、各年の

事業規模の変動により決算状況を大きく左右す

る要因となっており、引き続き関係機関と連携

しながら、事業量の安定確保と事業量に応じた

体制づくりに努めます。 

なお、るるパークについては、コロナ禍の厳

しい状況にもかかわらず、年間の来園者数と売

上額が、平成１８年度の指定管理開始以降、過

去最高を記録しました。今後も、四季折々の見

所づくりを進めながら、利用者ニーズに沿った

取組等を行います。 

次に、１８ページを御覧ください。一般財団

法人大分県主要農作物改善協会についてです。 

項目４の決算状況は２，４３１万円の黒字と

なっています。 

項目５及び項目６についてですが稲、麦、大

豆の種子確保においては、種子の供給不足や過

剰在庫が生じないよう計画的採種に努める必要

があり、特に新品種では、作付推進と連動した

種子生産が重要です。今後も品種ごとの需要動

向を勘案した計画的な種子生産を実施し、安定

的な種子の供給を継続します。 

梅木畜産振興課長 １９ページを御覧ください。

公益社団法人大分県畜産協会です。 

項目４の決算状況は７１５万６千円の黒字と

なっています。 

項目５及び項目６についてですが、今後も支

援団体として畜産農家を継続的に支援するため、

自主財源の確保等、引き続き経営の安定化を図
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り、職員の定年退職等を見据えた計画的な人材

の採用や育成を行い、確実な事業展開を進めら

れるよう努めます。 

高村林務管理課長 ２０ページを御覧ください。 

公益財団法人森林（もり）ネットおおいたです。 

項目４の決算状況については４千万６千円の

黒字となっています。 

項目５及び項目６についてですが、中期経営

計画に基づく効率的な事業の実施と、基本財産

の安全かつ効率的な運用による運用益の確保を

行い、引き続き、安定した経営となるよう努め

ます。 

大屋水産振興課長 ２１ページをお願いします。 

公益社団法人大分県漁業公社です。 

項目４の３年度決算状況についてです。国東

事業場の建て替えに伴う旧施設の解体工事費７

１２万２千円を捻出したことで９９万７千円の

赤字となっています。しかしながら、当期経常

増減額は７７９万８千円で、通常の種苗生産事

業では７年連続の黒字決算となっています。 

項目５及び項目６についてですが、今年度も

解体工事を予定していることから、引き続き工

事の効率的な執行や経費削減に努めます。 

太田委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑があればお願

いします。 

堤委員 総合計画の中で、輸出に結構力を入れ

てるんだけれども、最近円安との関係で、県内

の農林水産物の輸出の状況は今どうなっている

かを教えてください。 

田中おおいたブランド推進課長 年２回、輸出

の状況を聞き取り調査しています。今照会に出

している段階で、まだまとまってはいないんで

すけれども、農林水産物の輸出に関しては順調

に伸びてきていると思います。特に牛肉等につ

いては、アメリカ等の円安の影響で、今年全国

的には税制の関係で減るんですが、大分県につ

いては伸びる見込みです。 

 丸太等についても、中国のロックダウンの関

係で輸出が春先止まっていたんですけれども、

今再開して、また順調に伸びてきています。 

河野委員 外郭団体の経営状況報告等の中にリ

ストでは上がっているんですけれども、周防灘

フェリーの経営状況についてお伺いしたいと思

います。 

 以前も燃料価格等の高騰の際に、周防灘フェ

リーの経営が厳しい状況がありました。今回の

燃料費の価格高騰、それからまた、コロナ禍に

よる人流の減少が経営状況にどのように影響し

ているのかについて、ぜひお聞かせいただきた

いと思います。 

広津留漁港漁村整備課長 周防灘フェリーの経

営状況についてです。 

 周防灘フェリーは、県の出資法人であり、県

が１％の出資をしています。新型コロナウイル

ス感染症が拡大して、その影響で、特に旅客数

がかなり減少しました。それに加えて、燃油の

高騰が直接フェリーに影響し、非常に経営が厳

しい状況になっています。令和３年度について

も、約７００万円の赤字が続いています。 

 これについては、本社がある山口県と大分県、

双方で経営の支援を行っており、山口県はコロ

ナ禍ということで、船に対する支援と燃油の支

援を行っていると聞いています。 

 大分県も、昨年から施設の使用料の減免を続

けていて、今年度も経営状況を見ながら、減免

について検討をしています。減免になると、当

然減免の基準に照らして、年度を遡って適用す

るという考え方になっています。 

河野委員 根本的な話を聞いて申し訳ないです

が、この周防灘フェリーの経営状況を報告する

のが農林水産部というのは、漁港の減免の関係

があるからですか。 

広津留漁港漁村整備課長 周防灘フェリー就航

の経緯があって、新産業都市の建設として、周

辺地域の交通網を確立することで就航したと聞

いています。 

 国東半島の農林水産物の輸送も関わってきま

すし、特に竹田津漁港を基地としているもので

すから、当課で所管をしています。 

井上委員 長くなるから、後でゆっくり説明し

てください。 

 まず、森林ネットおおいたの関係についてで

すね。事業内容が６項目ありますが、４項目ぐ
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らい詳しく説明してください。それから、農業

農村振興公社の中身についても説明していただ

ければと思います。 

太田委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 次に、③から⑤の報告をお願いし

ます。 

竹中水田畑地化・集落営農課長 資料の２２ペ

ージを御覧ください。昨年の１２月に閣議決定

された経営所得安定対策等制度における見直し

方針について、現場から出された課題や要望な

どを国に報告したので、その内容について報告

します。 

経営所得安定対策等は、主食用水稲以外の転

作作物を作付けた場合に交付される交付金です。 

 このうち、①水田活用の直接支払交付金の主

な内容として、麦、大豆や飼料用米などの戦略

作物助成や、県、地域が推進する転換作物を誘

導するための産地交付金について、大きく見直

される方針が出されました。 

②交付対象水田の見直し方針について、水張

りができない農地は平成２９年から既に交付対

象外となっていますが、赤囲みにあるとおり、

さらに令和４年から５年間に一度も水張りが行

われない農地は、令和９年から交付金の交付対

象水田となりません。国は令和４年から５年間

かけて現場の課題を検証しつつ、方針を固めて

いくこととしています。県や各市町の地域再生

協議会等を通じて、現場の課題を抽出すること

としており、③６月２日時点の国の中間取りま

とめでは、園芸、そば、大豆等品目によっては

水張りをすることで排水効果が下がり、収量や

品質の低下、中山間地域等条件不利農地では離

農や耕作放棄地が増加するなどの課題が報告さ

れています。 

また、④県の取りまとめとして、関係機関を

通じて現場の課題を取りまとめ、国へ最終報告

をしました。本県としては、国の報告に重複す

る部分以外にも、用排水施設等の改修に対する

支援策の拡充や予算の確保、集落営農法人など

借地を多く抱える担い手にとってブロックロー

テーションへの取組は、水稲生産者等からの理

解が得られにくいなどを報告しています。 

今後も、生産者への周知や課題抽出について

は、関係機関とより連携して進めるとともに、

水張りについては慎重に協議を重ねながら、多

くの生産者が取り組めるよう支援していきたい

と考えています。 

黒垣農村整備計画課長 ２３ページをお願いし

ます。国営緊急農地再編事業「駅館川地区」に

ついて、事業量や事業費の大幅な変動に伴い、

計画変更の手続が必要となったので、御説明し

ます。 

１の計画変更の概要についてです。事業量は、

狭小地で営農効果の発現が低い地域や岩が出現

しコストのかさむ地域等、７３ヘクタールを除

外し、１７０ヘクタールの整備を行います。事

業費は、営農効率の向上を目的に大規模で緩勾

配のほ場を造成するとともに、速やかに営農が

開始されるよう、排水対策や土壌改良等を行っ

たことにより、負担対象事業費が７７億円増の

１８４億円となります。また、事業工期は、換

地処理などにより４年延伸し令和８年度に完了

予定となります。 

次に、２の事業の進捗状況についてです。区

画整理については、全２２工区のうち令和４年

度末に１３工区９７ヘクタールが完了し、進捗

率は５７％となる見込みです。なお、令和６年

度の面整備完了後の農地集積率は９１％を予定

しています。 

続いて、３の成果の一例についてです。令和

３年度末までに整備された農地では、ワイン用

ぶどうやドリンク用茶葉などの営農が開始され

ており、事業効果が現れています。また、経営

規模拡大に伴う雇用創出や農福連携など地域貢

献が図られています。 

最後に４の主な変動要因についてです。まず、

左の表を御覧ください。事業費の増に伴い、負

担対象事業費が全体で７７．４億円の増、その

うち、県の負担額は１９．５億円増の４６．４

億円となります。増額の内訳は、表の右側を御
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覧ください。（１）の区画整理工は、担い手の

営農計画に合わせた排水路の増加や、土壌改良

等の追加施工により３６．２億円の増となりま

す。（２）の農業用用排水工（パイプライン）

は、将来の維持管理を考慮し、農地から可能な

限り道路下への埋設に変更したことにより７億

円の増となります。これらの変更に伴い（３）

の測量試験費が９．８億円の増となります。 

（４）は物価上昇や消費増税に伴い２４．４

億円の増となったものです。なお、地元負担金

の増額分は、農地集積率に応じて助成される促

進事業を活用し、軽減を図りたいと考えていま

す。これらの変更内容について、国は令和４年

１０月から法手続に着手します。令和５年２月

からは地元同意徴集を開始し、令和５年７月の

変更計画確定に向けて取り組むこととしていま

す。県としても、計画変更手続が円滑に行える

よう地元改良区や市と連携を図り、しっかり対

応したいと考えています。 

続いて、２４ページをお願いします。大蘇ダ

ムの状況について御説明します。 

大蘇ダムは、令和２年４月１日より供用開始

しましたが、その後も浸透が続いていることか

ら、令和３年度より国による原因究明のための

調査が行われており、本年７月２２日に開催さ

れた大野川上流地域維持管理協議会臨時総会に

おいて、今後の調査方針が国から示されたので、

その内容等について御報告します。 

１の大蘇ダムの貯水状況についてです。９月

１６日現在の大蘇ダム貯水量は１４０万立方メ

ートル、貯水率３３％であり、１日当たりの浸

透量は６千から１万立方メートルとなっていま

す。 

２の令和４年度の用水確保に向けた国の取組

強化については、営農に支障がないよう間接流

域である平川頭首工からの取水量について、暫

定的な水利権を取得し増量するなど、用水の確

保に努めています。また、国は、大蘇ダム現地

や農政局内にそれぞれ３名の専門職員を配置す

るなど、ダムの監視、対応にあたっています。

さらに、ダム死水域の溜り水をくみ上げるポン

プや給水車等を事前に準備し、渇水時に備えて

います。 

３の今後の調査方針では、大きく３点の方針

が示されました。 

１点目は浸透メカニズムの把握に向け、斜面

部、池底部、貯水池上流部未対策エリアの計３

３万平方メートルを調査対象として、標高ごと

に潜水士による水中調査を行うことや浸透と地

山地下水位等との関連分析を行うなど、３年か

けて広範かつ詳細に調査を進めるとしています。 

２点目は、関係土地改良区等の協力を得なが

ら調査期間中の用水確保対応を行うとしていま

す。 

３点目は、関係者ときめ細かな情報共有に努

め、調査結果を踏まえた対応についても、しっ

かり協議の上、進めるとしています。 

最後に４の県の対応についてです。まず、今

回の調査について、国として責任を持って進め

てもらい、調査期間中の営農に支障がないよう

地元や国と調整を図り、受益地内水源の有効利

用など、用水確保を確実に行っていきます。ま

た、浸透原因の早期究明やその対策を国に求め

るなど、ダム利水機能発揮に向けしっかり対応

したいと考えています。 

太田委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑があればお願

いします。 

平岩委員 国営緊急農地再編事業についてです。

事業量が当初は２４３ヘクタールだったものが、

変更後は１７０ヘクタールになっていて、つま

り７０ヘクタールほど減っているけれども、事

業費は１０７億円から１８４億円で７０億円ほ

ど増えていて、これは少し見通しが甘かったの

かなと。当初は１ヘクタール当たり計算したら

４，４００万円だったところが、変更後は１ヘ

クタール当たり１億千万円なので、これも厳し

い状況だなと思いました。 

 素人なので詳しいことが分かっていないのか

もしれませんが、変更後がこんなに金額が上が

ってしまう理由を、もう少し詳しく説明してほ

しいなと思いました。 

黒垣農村整備計画課長 さきほどの資料の中で

も申しましたが、１番の計画変更の概要のとこ
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ろで、国営事業の一番の売りが、参入企業のオ

ーダーメイド施行になり、参入企業が事業の経

営の中で自分たちが今までのノウハウでやって

きたスタイルを、この地でも造成にいかしたい

と協議しながら進めた結果、やはりどうしても

営農効率を向上するために大規模で、ものすご

く緩やかな勾配でほ場整備をするとなると、か

なり土圧が大きくなる。また、深く掘ることに

よって、やはり硬い地盤等が出てきますので、

それに応じた土壌改良が必要になってきます。 

 そのことによって、希望を調整していく中で、

事業費がかなり上がっていったことがあります。

その辺については、事業の進捗具合から事業費

を途中で検討しながらチェックしていく必要が

あったとは思うんですけれども、結果的に要望

をかなえていく中で上がってしまいました。事

業費の地元負担に対しては、国のソフト事業で

地元負担を軽減するソフト事業もあるので、そ

れを活用しながら地元負担は極力減らしたいと

考えています。 

平岩委員 ありがとうございました。できるだ

けフラットなところで深く掘り下げてという話

をお聞きしましたが、受益者負担が必要になる

ので、受益者が同意をしているのかと、減免措

置が取られる努力をしているのかを教えてくだ

さい。 

黒垣農村整備計画課長 受益者――工事の負担

金を払う方には、４の主な変動要因のところで、

表の一番下の左側に書いているんですが、最終

的な区画整理工で３億９，６００万円が負担に

なります。その前段で当初計画での区画整理工

は、この表中に書いていないんですけど２億１，

６００万円でしたので、少なくとも当初計画の

事業費までは、さきほどの促進費を使って負担

を軽減させたいと考えています。そうすると、

最初に企業が入るときには、この負担金額を示

して参入していますので、事業計画にのっとっ

た運営ができると考えています。 

井上委員 国営緊急農地再編事業の２の事業の

進捗状況のところで６９ヘクタールは令和３年

度末までに既に営農が開始されているとありま

すが、これによって大体ヘクタール当たりどの

くらいの収入が上がっているんですかね。 

黒垣農村整備計画課長 現在のところ、今年度

末で９６．８ヘクタールの整備が行われて、そ

の分に限った収量は今手元に計算している資料

がないですが、最終的に１７０ヘクタールでき

たときには、これはあくまでも概々算でありま

すけれども、一部加工品を入れて１５億円程度

の産出分、加工品が生まれるのではないかと思

っています。 

井上委員 それは分かる。だから６９ヘクター

ルの実績はどうですか。 

黒垣農村整備計画課長 ６９ヘクタールの方は、

醸造用ぶどうとドリンク用茶葉、それから、ベ

ビーリーフ等の生産が既に行われています。 

井上委員 だから言いたいのは、大体いくらぐ

らい経費がかかって、いくらぐらい収益が上が

っているのかを聞きたいんですよね。後でもい

いから教えてもらえますかね。今じゃ急には分

からんもんね。 

黒垣農村整備計画課長 分かりました。あくま

でも試算になると思いますけれども、現在の基

盤整備でどのくらい収益が上がっているかをま

た後ほど計算してお知らせしたいと思います。 

（「はい」と言う者あり） 

堤委員 今のことに関して、当初とは平成何年

か教えて。 

黒垣農村整備計画課長 平成２７年です。 

堤委員 平成２７年当時、オーダーメイドで大

体どういう農地を作っていくという相談を受け

ながら、当初２４３ヘクタールであればいける

だろうとなったの。それで具体的に始めちゃう

と７３ヘクタールも少なくなって、その代わり

工事費は上がっちゃったと、そんな単純なもの

でいいのかなと思うんだけど。 

 企業としてはずさん過ぎないのかなと。だっ

て自分の負担が増えるわけだからね。その辺は

どうなんですか。 

黒垣農村整備計画課長 当時、入ったときの説

明としては、標準的な区画をした場合、例えば

１ヘクタールの団地がこういうふうにできます

よと。さきほど表中に書いていないと言ったん

ですが、区画整理で全体で２億１，６００万円
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程度の負担金がかかって、うちの担当事業費が

これぐらいかかりますとして参入企業を集めた

経緯があります。 

そして話をしていく中で、ハウスを造るとこ

ろの土はどうするかとか、区画はどうしていく

かとか、こういう土壌改良をしたいとかの要望

を受けながら事業を実施したものですから、そ

ういうことをいろいろ行った結果、こういう事

業費になりました。 

堤委員 そこら辺の打合せは、やっぱりしてお

かないと、地元負担だけじゃなくて、県も国も

基本的には税金ですからね。 

それと全然違うけど、直接支払交付金の見直

しの関係ね。３番目の６月２日時点での国の中

間取りまとめが書いてあるでしょう。これは、

どういう形でまとめているのかな。農家から聞

いているのか、県から聞いているのか、そこら

辺を説明してください。 

竹中水田畑地化・集落営農課長 各市町の転作

事務をしている再生協議会の意見を取りまとめ

て、県を通じて国へ報告する手順になります。

ただし、年度途中だったので、農家から一戸一

戸聞き取る時間がありませんでした。代表者の

声を聞いて、市町から上げてもらって県へ報告

する流れになっています。 

堤委員 ６月２日時点だから、今現在は実際に

農家の方からの話を聞いているとの認識でいい

のか。あと、書いているのは主な意見でしょう

から、全体的に小さな一つだけの要求とか、い

ろんな声があったと思うんですよ。ここに書い

ている以外の意見も聞きたいので、そういう資

料があればください。 

竹中水田畑地化・集落営農課長 もちろんこれ

は抜粋したものなので、実際にはそれ以外にも

たくさんの意見をいただいています。６月２日

は私ども県や全国各地から集まった意見を中間

報告として返して、最終報告が７月末でしたの

で、追加でいろいろ聞いた声だけ資料で示して

います。公開できる分については、また御報告

をしたいと思います。 

堤委員 農家の声は。 

太田委員長 農家の声を聞きましたか。 

竹中水田畑地化・集落営農課長 農家の声を聞

いています。 

尾島委員 今の件に関連して、１点確認したい

んですが、近年ＷＣＳ用稲や飼料米などの作付

けが爆発的に増えて、これの作付けは転作扱い

をされるから、地域の農業は今かなり大豆や麦

が減って、水稲作物が作られている状況がある

わけですね。このことを考えていくと、従前あ

ったように、例えば、ブロックローテーション

――地区を分けて隔年又は２年間ぐらいで作っ

ていく。これが飼料米等の作付けが増えたこと

で、かなり地区の中で崩れてしまったと。そう

いうことがあるから、逆に言うと、大豆、麦を

作るほ場は限定をされて、その限定されたほ場

にまた５年に１回米を作れとなると、ちょっと

厳しいなという声があるのかを教えてください。 

竹中水田畑地化・集落営農課長 特にそういう

声が多くありました。麦、大豆で固定して作っ

ていると。ブロックローテーションを昔取り組

んだが、壊れたという表現がいいのか分かりま

せんが、もうしなくなって固定化されていると

ころに、またブロックローテーションをしてい

くのかと。栽培的にはいい面もあるんですけど、

そこにもう一回水を張ることによって、麦や大

豆ができにくくなるとか。もちろん要望があれ

ば国に伝えていきたいと思っています。 

尾島委員 ほ場によっては、麦とか大豆を長年

作ると、いわゆる溝掘り機による明渠、暗渠じ

ゃなくて明渠ね、額縁です。こういったものじ

ゃちょっと間に合わんので、場合によってはシ

ョベルカーによって大きな溝を掘ることも結構

あるんです。それで、こんなところをまた１回

水を張ってしまうと、溝を壊して、しかもまた

あぜを少し作ってとなると、とてもやれないと

いう声もあるから、そういった細かい声も聞い

てもらいたいと思います。 

 それから、地区全部でシートパイプの排水対

策ができているわけじゃないですから、例えば、

地域の中で、シートパイプの予算がそんなにつ

かなかった時代は、地区で排水事業に取り組ん

だときに、排水できない田がまだ相当残ってい

るんですよ。 
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 それで、さっき言われた排水のいい田でやっ

ぱり麦、大豆を作ってきていますからね。そう

いったことを含めると、少しまた地区の中のほ

場体系が変わってきますから、そういうことも

考慮に入れてほしいなと思います。 

太田委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

吉竹委員外議員 ２４ページの大蘇ダムについ

て伺います。 

 今年も大蘇ダムは水が非常に足りない時期が

ありました。皆さん、大蘇ダムはイメージとし

て分かると思うんですけと、私は補完するダム

が大谷ダムだと思っています。 

 今年、大谷ダムは貯水率が３０％まで下がら

ないと大蘇ダムを使えないという話があって、

熊本から、大谷ダムの水を流した、引き取った、

吸い上げた経緯があるんですね。 

 だから、大蘇ダムは去年、今年、そして来年

もそう変わらないと思うんです。水がいつもた

くさんあるわけじゃない、ある意味欠陥ダムと

言われていますので。 

 その中で、大谷ダムはあくまでも県の管轄で

すから、大谷ダムをもう少し効率よく使えるよ

うな形ができないのかをお聞かせください。 

黒垣農村整備計画課長 大蘇受益の水田は、あ

くまでも大蘇ダムが主じゃなくて副で、補完す

る立場です。大谷ダムをまずメインで使うこと

になっています。これは水利権上、今国土交通

省との協議の上で成り立っている話ですが、地

元も今回の件でいろいろと思うところもあると

思うので、その辺の意見を聞いて、また国と協

議していきたいと思います。 

太田委員長 次に、⑥と⑦の報告をお願いしま

す。 

安東農村基盤整備課長 ２５ページをお願いし

ます。昭和井路突発事故に係る復旧工事及び補

償について御説明します。 

本件に関しては、第２回定例会の農林水産委

員会において、１の事故概要、２の工事概要や

事故発生からの経緯などについて報告しました。

本日は、前回の報告以降の、工事の進捗状況や

改良区の補償内容等について報告します。 

３のこれまでの経緯を御覧ください。令和３ 

年９月２８日の事故発生直後から、早期復旧に

取り組んできましたが、工事の遅延により今年

の水稲作付ができない地域が発生しました。こ

のため、県においては補償内容等の検討にあた

って、土地改良区に対し指導助言を行うととも

に、早期復旧に向けた技術支援を行い、７月２

３日に復旧工事が完了し、通水を開始しました。

また、７月３１日には、補償対象の耕作者に対

して地元説明会を開催し、具体的な補償内容等

を提示しています。 

４の耕作者に対する補償内容です。補償額は、

国が公表する平均単収や販売価格等を基礎数値

として算定しており、通常どおり作付けした場

合の収入見合い額から、例えば種苗費や改良区

の賦課金等の作付けができなくなったことで発

生しない経費を差し引いた金額に、耕起等によ

る農地管理のための経費を加えた額を補償額と

しています。この結果、補償額は１０アール当

たり、現金補償の場合は８万６, ２２６円、現

物補償の場合は６俵としています。 

５の同意の取得状況です。９月１５日現在、

補償対象者約１７９名のうち１７８名から同意

をいただいている状況です。残り１名について

も、事前の同意はいただいています。 

最後に６の今後の対応です。現在、土地改良

区において、補償対象者に対して補償方法を現

金にするのか現物にするのか意向調査を行って

おり、この意向調査の結果に基づき補償支払を

１０月中旬から開始する予定としています。引

き続き、関係機関が連携し、対象者全員から同

意を取得するとともに、補償支払の早期完了に

向け、土地改良区を支援します。 

吉止地域農業振興課長 資料の２６ページを御

覧ください。秋の恒例イベントとして定着して

いる令和４年度の大分県農林水産祭について御

報告します。 

本年度は、１０月２２日の土曜日と２３日の

日曜日に別府公園で農林部門と水産部門を合同

開催する予定です。開催にあたっては、同時間
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帯１万５千人の入場制限や入場口での検温、マ

スク着用等、新型コロナ感染防止対策を徹底し

て実施します。昨年度に続きコロナ禍ではあり

ますが、しっかりと感染防止対策を徹底した上

で開催することにより、県民、生産者、関係団

体、行政が一体となって、県内の消費を盛り上

げ、元気づけていこうと考えています。また、

委員の皆様には、改めて行事へ御案内しますの

で、御参加のほどお願いします。 

太田委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑があれば、お

願いします。 

堤委員 この補償額８万６千円うんぬんについ

て、結局、昭和井路の組合が払うことになるん

だろうけど、総額が結構高くなると思うよね。

それがまずいくらぐらいなのかと、昭和井路も

老朽化が進んできていると思うんだけど、その

修理を今後しないといかんよね。今回の金銭的

な負担によって、昭和井路の経営状態は大丈夫

なのかなと心配するんですけれども、見通しも

含めてその辺はどうですか。 

安東農村基盤整備課長 総額については、今か

ら現物にするのか補償にするのかを見ながら、

そのほかいろいろとライスセンターの補償等も

踏まえて、最終的には算定する形になります。 

 それとともに、今回の補償金額の部分につい

ては相当な金額になるので、土地改良区にも積

立基金等があって、ここから支払うことを考え

ています。 

 なお、その基金等について、土地改良区の充

当した部分に、さらに上乗せして組合から徴収

する考えはなく、その基金の中で支払っていく

形で進めています。（「はい」と言う者あり） 

尾島委員 ちょっと今関連して、残余のことが

気になりました。それで、改良区の積立基金と

いうのは、今後発生するであろう水路の改修と

か、大規模改修に備えた基金だった思うんです

よ。 

 今回思わぬ突発事故だったんでしょうけど、

作付けできなかったほ場に補償する拠出になる

わけですから、改良区の経営に大きな影響があ

ると思うんですね。 

 ちょっと気を付けないといけないのは、やは

り改良区もいろんな事業をして、通常の経営に

関しても、国や県あるいは市の補助金が入って

いると思うので、こういった補助金が流用され

ないような監視を県がする必要があるんではな

いかと思います。その点いかがでしょうか。 

安東農村基盤整備課長 さきほど申したような

形で、今回の支払に関しては改良区の決済積立

金の中から雑費という形で一般会計に繰入れし

て支出します。 

 いずれにしても、そうした部分を支払ったこ

とによって改良区の経営に大きな影響はないと

我々は今考えていますが、改良区を管理監督す

る立場の県なので、そうした収支の部分を踏ま

えて、改良区等の検査、もしくはそういった支

出の状況等を今後ともしっかり見ていきたいと

考えています。 

太田委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 ほかに御質疑等もないので、以上

で諸般の報告を終わります。 

 この際、何かありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 では、私から一つ。今回、台風で

白ねぎの倒伏被害により、今のままですと、規

格品にならない曲がりねぎが相当増えるんじゃ

ないかと危惧しています。 

 それと、台風のために湾内に避難した佐伯湾

の養殖ブリの生け簀が、かなりの部分で被害を

受けて、その処理に困っている話を聞くんです

が、その辺のことについて何か把握していたら

報告をお願いしたいと思います。 

田中おおいたブランド推進課長 白ねぎの被害

についてお答えします。 

 白ねぎについては、まだ全容調査は終わって

いませんが、風で折れ、それから水に浸かって

しまい、湛水による病気が今から出てきたりと

か、そういった心配があるので、栽培対策とし

て殺菌剤の散布とかをしています。いずれにせ
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よ、ある程度販売できないものが出てくること

は予想しています。 

 加工用の白ねぎについては、ある程度の購入

者を確保して全農が取りまとめて販売はしてい

るんですけど、一遍にたくさん出てくると、顧

客もそんなには受け取れないので、なかなか販

売が難しい部分が出てくるのは致し方ないと今

回は判断しています。 

高野審議監兼漁業管理課長 課内の関連予算で、

台風から生け簀を守るために湾内に引っ込んで、

湾内が低酸素のためにブリ類を中心にへい死が

出ている情報を聞いています。基本的には共済

対応になろうかと思いますけれども、今後現地

と、まず精細な調査をして、対応等を検討して

いきたいと考えています。 

太田委員長 死骸の処理はどのような対策をし

ていますか。 

高野審議監兼漁業管理課長 基本的には市の廃

棄物処理、一般廃棄物として処理することにな

ると思いますけれども、それで追いつかない場

合には、民間業者等に委託する形になると考え

ています。 

太田委員長 その場合、費用は個人負担になる

んですか。それとも佐伯市や行政がそれを負担

していただけるんでしょうか。 

高野審議監兼漁業管理課長 基本的には個人負

担になると思いますけれども、その辺りについ

ては現場の意見を聞いて検討を進めていきたい

と考えています。 

太田委員長 よろしくお願いします。 

倉原団体指導・金融課長 今回のような災害に

なったときの農業共済の制度があり、これに入

ってもらうことを従来から促進していて、共済

の中で対応できる分もあります。また、私ども

の金融制度もあるので、災害等の関係で費用の

支援を考えていきたいと思っています。 

太田委員長 よろしくお願いします。 

平岩委員 冒頭に部長が、中山間地域で水稲が

５割から６割倒れていて、早く刈るように指導

していると言われたんですけれども、私は素人

なものですから、実がしっかり入っていないも

のも倒れていて、それも取ってしまえというこ

となのかなと思いました。 

 私の住んでいる地域は、稲がとても心配だっ

たんですけど、風の向きがよかったんでしょう

ね、本当に幸いなことにごく僅かしか倒れてい

なくて、ああよかったと思ったら、今聞いたら

５割から６割倒れているということなので、そ

の稲がどうなっていくのかを教えていただきた

いと思います。 

竹中水田畑地化・集落営農課長 倒伏している

稲は全体で５割から６割で、完全倒伏している

田はそこまで多くなくて、１割から２割ぐらい

かなと。調査は当然今進めていますが、速報で

それぐらいかなと思っています。 

 完全に倒伏してしまうと、これからの天候が

非常に心配になります。まだ登熟、完全に実が

入っていない状態でも、今後また雨が続くとな

れば、使い物にならない。それで、そうならな

いうちに天候を見ながら早めに、田んぼが乾い

たらすぐコンバインで刈り取るよう指導してい

きたいと思います。もちろんなびいた程度です

と、そのまま登熟を待って成熟を待って、普通

に刈り取りができるかなと思っています。 

 さきほど５割から６割のうちは１、２割と言

いましたけど、１割ぐらいかなと確認を進めて

います。これは報告等を待っているので、そこ

はまだ数字が確定していません。 

平岩委員 ありがとうございました。もう１点

だけいいですか。 

 私はいつも有機栽培のことをお話するんです

けれども、この前、いつも有機野菜を取ってい

るところからなすが来たので焼いてみたら、も

のすごくおいしかったんですね。いつもすごい

と思いながら食べるんですけれども、草木肥料

を入れて微生物が発生するちゃんといい土壌の

中で、この炎天下でこれだけ苦労して作ってい

るから、おいしいのは当たり前だなとつくづく

思ったんですけれども、そのおいしさを消費者

に分かってもらう努力を、もちろん生産者もし

ていかなければいけないけれども、県もしても

らえたらありがたいなと思いました。 

 それともう１点、そこの農場に青年が二人来

ているんですよ。一人は、就職活動をするとき
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に人間らしさを失っている人をたくさん見たけ

れども、どうやったら人間らしく生きられるか、

私の知っている農場に行き当たったと。もう一

人は、ネットで食の安全をずっと探っていった

らそこの農場に行き当たったと。だから、大学

を出たばかりの若い人が二人来て、一生懸命農

業をしているんですよ。 

 私が一番心配なのは、有機の生産者は後継ぎ

が続かないところです。こんな若い人たちが、

収益を上げて生きがいを持って仕事ができるよ

うになっていくといいなとつくづく思いました。

そこのところを願いとして持っていますけど、

何かお考えがあったらお伝えください。 

吉止地域農業振興課長 ありがとうございます。

有機農業の推進については、まずそういった若

い方に関しては、今年度から新規事業を組んで、

まずは土作りをしっかりやりましょうという事

業に取り組んでいます。こういった取組を市町

村あるいは有機農業の方と連携して今取り組ん

でいます。 

 それからもう１点ですけれども、やっぱりい

い有機農産物をどうやって皆さんに伝えていく

かになろうかと思います。一つは、地元に関し

ては学校給食等を通じていろいろと教育をして

いくことで、子どもだけではなくて、その保護

者も含めていろいろお伝えできる部分があるの

ではないかと考えています。 

 それと、やはり地元の量販店等とタイアップ

をして販売を行っていく。当然そこにはストー

リーも交えた上で販売展開することを進めてい

きたいと思います。 

平岩委員 ありがとうございました。少しずつ

広がっていくといいなと思うけど、この良さを

やっぱり消費者が分かっていくことが大事だと

思います。ヨーロッパみたいに、その良さが当

たり前なんだ、だから補助金をしっかり出すん

だという制度になっていくといいなと願いを持

っていますので、よろしくお願いします。 

大友副委員長 まず冒頭、部長から台風第１４

号に対する被害の話がありましたけれども、非

常に大きな台風で、職員の皆さんも心配されな

がら待機をされたんじゃないかなと思っていま

す。大変御苦労様でした。引き続き、今後全容

が見えてきた中でしっかりと対策を取っていた

だきたいなと思います。 

その台風被害の話で、私はちょうど今日地元

のいろんな方と、台風はどうだったという話を

していたんですけど、その中で、養豚をしてい

る方がいて、台風被害は大丈夫だったんだけど

飼料がどうかならんかなという話がありました。

補正予算の中でも酪農の自給飼料の増産に取り

組むところの補助とか、全体のストックヤード

の話とかもあるんですけど、やっぱり直接的な

価格の高騰に対する何らかの手立てがないもの

かという相談を受けて、私もさっき話したので

よく調べていないまま、ここで質問しているん

ですけど、他県では例えば、セーフティネット

に対する負担金の補助とかもやっていると伺っ

ていますけれども、大分県は今どういう状況で、

どう考えていくのか、その辺をお伺いできたら

と思います。 

梅木畜産振興課長 養豚業の支援ということで、

特に配合飼料が最近非常に上がっていると。昨

年度ベースでトン当たり１万円、生産者の負担

が増えています。 

 それに対して、配合飼料のセーフティネット

の積立金がありますけど、そのうち県としては

トン当たり２００円の支援を行っています。 

 また、最近の養豚の生産というと、流通、要

するに消費者の末端価格、小売価格を見ると、

養豚に関しては昨年度ベースと比較して１０４

％と、昨年度対比で枝肉価格も今好調なので、

今のところは生産費の高騰に対して販売額が上

回っているので、何とか養豚に関しては堅調な

経営を行っていると見ています。 

大友副委員長 ありがとうございます。 

 では、セーフティネットに対してのつなぎの

補助はあるんですよね。養豚については、販売

は今そこそこの金額でいっているのは私も聞い

ているので、今はいいけど値段が下がったらち

ょっときついので、来年はいないかもしれない

との話があって、さきほどトン当たり１万円ほ

どと言われていましたけど、私が伺ったのは７

月と比べたらトン当たり１万５千円ぐらい上が
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っていると聞いているので、なかなか厳しい状

況かなと思っています。他県だと直接的な補助

をやっているところがあるんですか。後でも結

構ですので、ちょっとその辺を説明してもらえ

たらありがたいです。 

太田委員長 後ほど。大友委員それでいいです

か。 

大友副委員長 はい、いいです。後ほどお願い

します。 

井上委員 すみません、素人な質問ですが、有

機農業に限らず、年間所得６００万円を上げる

ためには何の品目がいいかといつも考えるんで

すね。 

 ですから、さきほど言われた有機農業だって

年間６００万円取れるならば一生懸命頑張って

作ろうとなるんですから、作物の収量をもう少

し数字を出して、これを作ったらこうだよと具

体的に分かるように、生産者あるいは新規就農

の皆さんへの指導がどうも私は足らんと思うね。

うちの田舎だって、しいたけを何本打てば６０

０万円に上がるかというのは今分かりますか。

すみません、自分のところで悪いんですけど。 

 どのくらいやればこうだよと、さきほど言っ

たように、新規就農をするにしても農業をする

にしても、目標をもうちょっと県が指導しても

らえるとね。どうも最近、営農指導する人がな

かなかいないんですよ。農協だって今、営農指

導は貸付けの関係で一生懸命になっていて、な

かなか農業の指導ができていないと私は思いま

す。そうするとやっぱり、もうかるじゃなくて

稼ぐ農業をね、私は名前を変えろと言っている

んだよ。稼ぐの方が動きがあるからね。稼ぐと

いったら、また稼がにゃいかん。だから、そう

いう意識をやっぱり多少なりとも、考えを変え

ながら進んでいくと、私はまだまだよくなると

思うんですが、いかがでしょうか。 

佐藤農林水産部長 委員が言われるとおりで、

新規参入者にしても、やっぱりどのくらい稼げ

るのかが分からないと入れないので、今年行動

宣言の中でもそういう話もあって、各地域で今

担い手ビジョンをつくってもらうようにしてい

ます。労働時間が１年間でどのくらいで、どの

くらい働かないといけないのか、それで大体１

反当たりで何の品目をすれば、３年目ぐらいで

どのくらいの所得が上げられるのかとかをビジ

ョンという形で具体的に書いたものを、今１６

市町で、全部で５１ビジョンぐらい作っていま

す。それを新規就農のときのフェアなんかで具

体的に見せて、生活のイメージと仕事のイメー

ジと、それから、どのくらい収入があるという

イメージを持たせることができると思っていま

す。 

井上委員 またその辺を見せてください。すみ

ません。私が勉強不足でした。 

藤原新規就業・経営体支援課長 産地担い手ビ

ジョンについては、今部長から説明があったと

おり、１６市町５１産地で新規就農者向けに策

定をしています。これは県のホームページで公

開していて、一般の方も見ることができます。 

太田委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 委員外議員の方いいですか。 

吉竹委員外議員 すみません、ちょっと教えて

ください。今話に出ている飼料のほかに、肥料

も高くなっているんですね。特に窒素リン酸カ

リのリンが高騰しているのは分かっていますよ

ね。例えば全農とそれに対する来年の協議を進

めて、その肥料が足りない分をどうするのかと

いう議論をしても良いと思います。うちでは会

社組織にして１００ヘクタール作ってますから、

有機肥料なんかとてもじゃないけど使えません。

そういう人たちが今必要とする化学肥料が来年

入らないことは既に予測の段階ではありますが、

県は今入手している情報をもとに、どういう行

動を取っているのか。 

吉止地域農業振興課長 議員御指摘のとおり、

化学肥料の輸入が非常に不安定になっている実

態を踏まえ、できるだけ化学肥料だけに頼らな

い生産体制ということで、６月補正で耕畜連携

の取組を進めています。 

 この耕畜連携の取組については、まず、牛ふ

ん堆肥、それから、豚ぷん、鶏ふんといろんな

堆肥があるわけで、牛ふんは牛ふんで土作り、

それから豚ぷん、鶏ふんについては、ペレット



 

- 17 -

状にして化学肥料の代わりになるということで、

その活用を進めようと総合的な取組をしていま

す。その中で一番重要なのが、耕種側と畜産側

のマッチングが重要になってきますので、そう

いったマッチングも含めて、総合的に取組をす

すめて、化学肥料だけに頼らない体制づくりを

やっていきます。 

 それともう一つ、化学肥料の高騰に対しては、

化学肥料高騰緊急対策という国庫事業が発動さ

れたので、今取組を進めています。 

吉竹委員外議員 十分分かるんです。例えば、

耕畜連携で、畜産関係で肥料的なことがどのく

らいできて、それを必要とする水田や畑がどの

くらいあるのか。特に私の地元の菅生は４００

ヘクタールぐらい畑がありますよね。その中で、

何度も何度も作るから、肥料がかなり要るんで

すね。耕畜連携は絶対やらんといけないと思う

んです。だけど、パイの中で本当に足りるのか

も分からないと、農業を頑張ろうとしても、も

ともとないものが多過ぎて困るとなってしまう。

それで、できなくなって、もう米をやめようか

という声もあるんですね。値段は自分たちで付

けられなくて、相手が付けるんで安くなるじゃ

ないですか。５千円になろうとか、５千円を切

るんじゃないかなといったら、もう米は作らな

いという方向になるので、そこがちょっと心配

なんですよ。 

 だから、県としていち早くどうしたらいいの

か。耕畜連携で足りない部分は全部それでと言

っている今の事業推進の中では、本当にそれで

十分なのかといったら、多分違うんじゃないか

と思うんですよ。それについてどう思いますか。 

吉止地域農業振興課長 吉竹議員が言われると

おりで、供給側の畜産農家は地区ごとのアンバ

ランスと言うか、畜産が多いところ、少ないと

ころ、いろんなところがあります。このマッチ

ングについては、県域で取り組んでいこうとい

うことで今進めています。 

 需要と供給のことなんですけど、今畜産の分

のリストアップ、それから、耕種部門のリスト

アップをしています。そこで今マッチングを進

めているわけなんですけれども、まだ絶対量は

把握できていませんので、これから絶対量や必

要な量を把握して、次の展開を考えていきたい

と考えています。 

吉竹委員外議員 すみません、最後に１点だけ

お聞きします。 

 今お話があった作る肥料と言うか、耕畜連携

に向けて要するに畜産農家から出るものがあり

ますよね。例えば、それを県域でずっと扱うと

きにストックヤードは何箇所造るのかと。竹田

市の場合は畜産を頑張っています。だけど、そ

ういう地域だけじゃなくて、県下全域になると

ストックヤードが必要になるんです。そして、

その輸送手段やコストがどのくらいになるかと

かね。もう稲刈りが始まります。畑は今既に次

の作物に入っているので、それが終わればまた

次が来ます。だから、そういうことを早くやる

べきかなと思うので、例えば、ストックヤード

のことを考えてますか。 

吉止地域農業振興課長 今回の事業で、ストッ

クヤードについては、必要な箇所として６か所

を想定しています。 

 それと、今言われるとおり運搬と散布の作業

をどうするのかも大きな課題です。その点につ

いては、その作業を請け負うコントラクター組

織の育成も含めて対応することとしています。 

佐藤農林水産部長 耕畜連携は昔から課題にな

っていて、畜産の方々は、ふん尿をどう処理す

るかという中で、耕畜連携が非常に必要だとい

うことは昔からずっと言われているわけですけ

れども、なかなかできなかった。なぜかという

と、やっぱり農家から見ると、安い化学肥料が

あるのであれば、わざわざそっちを使わないで

いいんじゃないかなということもあったんだと

思うんですね。そういう中で、今回のウクライ

ナの問題もあって、化学肥料等が高値になって、

今回が最後のチャンスじゃないかと思っていま

す。耕畜連携についてはきちんと需給バランス

を全農、農協も責任を持って大分県下全域の調

整をするということで、一緒に話合いもしてい

るので、よろしくお願いします。 

梅木畜産振興課長 さきほど畜産物の堆肥のこ

とで御質問がありました。 
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 畜産の肉用牛、乳用牛、豚、鶏、これらの総

排出物の量は、当県では大体１１１万８千トン

となっています。県内の水田の作付面積が２万

４千ヘクタールですので、これに１０アール当

たり３トンの堆肥をまいた場合には、７２万ト

ンとなるので、全て畜産の堆肥を入れてもまだ

水田の分は賄えることになります。 

 ただ、これが全て水田に行くとは限りません。

酪農家とかは自分のほ場にまく分等もあるので、

耕畜連携を考えると今年からは作り手と出し手

のマッチングが必要になると思います。こうい

うところがあると、畜産では年間１１１万トン

という堆肥があるんですけど、それがなかなか

うまく流通できないんですね。いままでは個人

個人が努力して流通している部分があったので、

今度は耕畜連携をしっかりやることによって、

その辺がスムーズにいくようになります。これ

からは畜産の方としてもそういうところからま

ず取り組んでいきたいと思っています。 

佐藤農林水産部長 耕畜連携は外の方にもいろ

いろお願いしているんですけれども、うちの部

の中も自分のところの課のことじゃないからと

言わないで、部全体でちゃんと成し遂げるとい

うことでやっていきたいと思います。 

吉竹委員外議員 分かりました。ちょっと１点

いいですか。牛の肥料で使う分についてです。

牛ふんと、豚ぷんと鶏ふんは、効き具合が違う

んですね。だから、全部ひっくるめて何万トン

であるから必要十分じゃなくて、それが非常に

難しいところがあるんです。今、豚ぷん、鶏ふ

んを田んぼにまく人はいないんですよ。牛ふん

はまきます。だから、例えば牛ふんをまいたと

きにどのくらいとか、そういう説得力がある説

明を一緒にしながら、耕畜連携をしっかりやっ

ていこうという話になるといいなと思います。

我々のところに来て、豚ぷんを田にまきましょ

うと言ってもみんな疑問を持つと思うので、そ

ういうところはもう少し研究してもらえるとあ

りがたいです。 

吉止地域農業振興課長 議員御指摘のとおりで

す。牛ふんについてはさきほども申し上げまし

たが、土作りです。それから、豚ぷん、鶏ふん

については、非常に微妙な要素があるので、そ

の辺は施肥設計をしっかり押さえた土壌分析を

した上で、実証しながら現地対応を行いたいと

考えています。 

太田委員長 ほかにないので、これで農林水産部

関係の審査を終わります。 

執行部及び委員外議員の皆様はお疲れ様でした。 

委員の皆さんは、この後、協議を行いますので、

お残りください。 

 

〔農林水産部、委員外議員退室〕 

 

太田委員長 それでは協議事項に入ります。 

まず、閉会中の所管事務調査について、お諮

りします。 

 お手元に配付のとおり、各事項について閉会

中、継続調査をしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

太田委員長 御異議がないので、所定の手続を

取ることとします。 

 次に、県外所管事務調査についてですが、ま

ず事務局に説明させます。 

  〔事務局説明〕 

太田委員長 事務局に説明させましたが、御質

疑等はありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

太田委員長 それでは、この案で決定します。

細部については、委員長に御一任願います。変

更等がありましたら、随時、事務局までお知ら

せください。 

 この際、ほかに何かありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 別にないので、これをもちまして、

委員会を終わります。 

 お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 


